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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
四
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百

三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
福
祉
の
増
進
等

八

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
福
祉
の
増
進
等

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
事
項

㈡

特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
第
一
項
（
同
条
第

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
第
一
項
（
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
措
置
（
以
下
「
雇
用
安
定
措

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
措
置
（
以
下
「
雇
用
安
定
措

置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
雇
用
安
定
措
置

置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
雇
用
安
定
措
置

の
対
象
と
な
る
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規

の
対
象
と
な
る
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（

定
す
る
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（

近
い
将
来
に
該
当
す
る
見
込
み
の
あ
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
キ

近
い
将
来
に
該
当
す
る
見
込
み
の
あ
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
キ

ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十

ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十

四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
コ

四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
う
ち
労
働
者
の
職
業
生
活
の
設
計
に
関
す
る
相

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
う
ち
労
働
者
の
職
業
生
活
の
設
計
に
関
す
る
相

談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
や
労
働
契

談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
や
労
働
契
約
の
更
新
の

約
の
更
新
の
際
の
面
談
等
の
機
会
を
利
用
し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル
を

際
の
面
談
等
の
機
会
を
利
用
し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
活
用
す
る
こ

活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
労
働
者
派
遣
の
終
了
後
に
継
続
し
て
就

と
等
に
よ
り
、
労
働
者
派
遣
の
終
了
後
に
継
続
し
て
就
業
す
る
こ
と

業
す
る
こ
と
の
希
望
の
有
無
及
び
希
望
す
る
雇
用
安
定
措
置
の
内
容

の
希
望
の
有
無
及
び
希
望
す
る
雇
用
安
定
措
置
の
内
容
を
把
握
す
る

を
把
握
す
る
こ
と
。

こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

㈢
～
㈤

（
略
）

㈢
～
㈤

（
略
）

㈥

派
遣
労
働
者
の
待
遇
の
改
善
に
向
け
た
評
価
等

（
新
設
）

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
成
果
等
の
評
価
、
教
育

訓
練
及
び
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
実
施
並
び
に
就
業
機
会
の

確
保
及
び
提
供
に
当
た
っ
て
、
そ
の
職
務
の
成
果
等
の
向
上
に
よ
り
派
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遣
労
働
者
の
待
遇
が
改
善
す
る
よ
う
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

イ

派
遣
先
に
協
力
を
求
め
つ
つ
、
派
遣
労
働
者
の
業
務
の
遂
行
状
況

等
を
把
握
し
、
労
働
者
派
遣
契
約
や
労
働
契
約
の
更
新
の
機
会
等
の

適
切
な
時
機
に
当
該
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
成
果
等
の
評
価
を
行
う

こ
と
。
ま
た
、
派
遣
労
働
者
の
希
望
に
応
じ
て
、
当
該
派
遣
労
働
者

に
評
価
結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

ロ

派
遣
労
働
者
に
対
し
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
受
け
る
こ

と
を
勧
奨
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
の
実
施
結
果
等
を
踏
ま
え
、
教
育
訓
練
を
実
施
し
、
就

業
の
機
会
を
提
供
す
る
等
、
各
措
置
が
派
遣
労
働
者
の
希
望
に
応
じ

て
総
合
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
組
を
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
派
遣
労
働
者
の
希
望
す
る
働
き
方
の
実
現
と
待
遇
の
改
善
に
向
け

た
好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。

㈦

（
略
）

㈥

（
略
）

㈧

労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
協
定
の
締
結
に
当
た
っ
て

（
新
設
）

留
意
す
べ
き
事
項
等

イ

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
、

派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
派
遣
労
働
者
と
の
間
の
不

合
理
と
認
め
ら
れ
る
待
遇
の
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
を

定
め
た
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
は
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組

合
等
と
の
協
定
（
以
下
こ
の
㈧
に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を

定
め
た
と
き
は
、
当
該
協
定
で
定
め
た
範
囲
に
属
す
る
派
遣
労
働
者

の
待
遇
に
つ
い
て
、
一
部
の
待
遇
を
除
き
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十

条
の
三
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定

は
、
協
定
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
条
第
一
項
第
二
号
、
第

四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
で
あ
っ
て
当
該
協
定
で
定
め

た
も
の
を
遵
守
し
て
い
な
い
場
合
又
は
同
項
第
三
号
に
関
す
る
当
該

協
定
の
定
め
に
よ
る
公
正
な
評
価
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
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労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
待
遇
の
確
保
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
協
定
の
締
結
に
当
た
り

、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
適
正
に
選
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
協

定
を
定
め
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の

三
の
規
定
に
よ
る
待
遇
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ

と
。

ロ

派
遣
元
事
業
主
が
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及

び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一

年
労
働
省
令
第
二
十
号
。
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
五
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
の
過
半

数
を
代
表
す
る
者
が
協
定
に
関
す
る
事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
配
慮
と

し
て
、
例
え
ば
、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
労
働
者
の
意

見
の
集
約
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
事
務
ス
ペ
ー
ス
や
事

務
機
器
の
提
供
（
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
や
社
内
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
さ

せ
る
こ
と
を
含
む
。
㈨
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
等
が
考

え
ら
れ
る
こ
と
。

ま
た
、
派
遣
労
働
者
が
異
な
る
派
遣
先
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
た
め

意
見
交
換
の
機
会
が
少
な
い
場
合
等
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
労

働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
を
選
任
す
る
た
め
の
投
票
等
に
併
せ

て
意
見
や
希
望
等
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
、
派
遣
労
働
者
の
意
見
が
よ

り
反
映
さ
れ
る
た
め
の
工
夫
を
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ハ

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第

三
十
条
の
五
に
規
定
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
待
遇
の
改
善
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
労
働
者
派
遣
法
第
三

十
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
賃
金
の
決
定
の
方
法
を
協
定
で
定
め
る

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
の
厚
生
労
働

(ｲ)
省
令
で
定
め
る
賃
金
の
額
（

に
お
い
て
「
一
般
賃
金
水
準
」
と

(ﾛ)
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い
う
。
）
を
遵
守
し
た
上
で
、
経
済
・
物
価
動
向
及
び
賃
金
動
向

を
勘
案
し
て
協
定
に
定
め
る
賃
金
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
労
使
で
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

一
般
賃
金
水
準
が
下
が
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
従
前
の
協
定

(ﾛ)
に
定
め
る
賃
金
の
額
を
基
礎
と
し
て
、
公
正
な
待
遇
の
確
保
に
つ

い
て
労
使
で
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

労
使
で
十
分
に
協
議
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
待
遇
を
引
き
下
げ

(ﾊ)
る
場
合
、
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、

労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
に
は
、
労
働
契
約
法
第
九
条
に
基
づ
き

、
原
則
と
し
て
労
使
双
方
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

ニ

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
を
締
結
し
た
と
き
（
改
定
し
た
と
き
を

含
む
。
）
及
び
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、
当
該
協
定
に
つ
い

て
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
十
一
各
号
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
周
知
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
労
働
者
を
雇
い

入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
に
周
知
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
。

㈨

就
業
規
則
の
作
成
等
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る

（
新
設
）

者イ

派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
三
十

条
の
六
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
を
い
い
、
事
業
所
に
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
労
働
組
合
を
除
く
。
以
下
こ

の
㈨
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す

る
。
た
だ
し
、

に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
事
業
所
に
お
い
て
同
条

(ｲ)

の
意
見
を
聴
く
場
合
に
あ
っ
て
は
、

に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と

(ﾛ)

。

労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理

(ｲ)
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
さ

(ﾛ)
れ
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、

挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
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派
遣
元
事
業
主
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と

。

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
が
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
で
あ
る
こ
と
若
し
く
は
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者

に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
又
は
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者

と
し
て
正
当
な
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
労
働
者
に

対
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

ハ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
労

働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
関
す
る

事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
当
該
配
慮
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
派
遣

労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
派
遣
労
働
者
の
意
見
の
集
約
等

を
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
事
務
ス
ペ
ー
ス
や
事
務
機
器
の
提

供
を
行
う
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

ま
た
、
派
遣
労
働
者
が
異
な
る
派
遣
先
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
た
め

意
見
交
換
の
機
会
が
少
な
い
場
合
等
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
派

遣
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
を
選
任
す
る
た
め
の
投
票
等
に

併
せ
て
意
見
や
希
望
等
を
提
出
さ
せ
る
な
ど
、
派
遣
労
働
者
の
意
見

が
よ
り
反
映
さ
れ
る
た
め
の
工
夫
を
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

㈩

（
略
）

㈦

（
略
）

十
一

派
遣
元
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
し
て

㈧

派
遣
元
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
（
労
働
者

行
う
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付
の
う
ち
、
当
該
協
定
対
象
派

派
遣
法
第
三
十
条
の
五
に
規
定
す
る
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
を
い
う
。

遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
派

以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
行
う
安
全
管
理
に
関
す
る
措
置
及
び
給
付
の

遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
の
間
で
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る

う
ち
、
当
該
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
に
密
接
に
関
連
す

相
違
等
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
と
の
間

で
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違
等
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
こ
と
。

十
二

・
十
三

（
略
）

㈨
・
㈩

（
略
）

九

派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
説
明
等

九

派
遣
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
説
明
等

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
労
働
者
派

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
労
働
者
派



- 7 -

遣
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
に
当
た
っ
て

遣
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内
容

㈡

協
定
対
象
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内
容

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
賃
金
、
労

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
協
定
対
象
派
遣
労
働
者
の
待
遇
（
賃
金
、
労

働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
及
び
労
働
者
派
遣
法
施

働
者
派
遣
法
第
四
十
条
第
二
項
の
教
育
訓
練
及
び
労
働
者
派
遣
事
業

行
規
則
第
三
十
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
福
利
厚
生
施
設
を
除
く
。

の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

）
が
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
き
決
定

施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
十
二
条
の

さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内

三
各
号
に
掲
げ
る
福
利
厚
生
施
設
を
除
く
。
）
が
労
働
者
派
遣
法
第

容
に
準
じ
て
説
明
す
る
こ
と
。

三
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
に

つ
い
て
、
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
内
容
に
準
じ
て
説
明
す
る

こ
と
。

㈢

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
方
法

㈢

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
説
明
の
方
法

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
が
説
明
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
が
説
明
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
資
料
を
活
用
し
、
口
頭
に
よ
り
説
明
す
る
方
法
又
は

が
で
き
る
よ
う
、
資
料
を
活
用
し
、
口
頭
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
を
基

説
明
す
べ
き
事
項
を
全
て
記
載
し
た
派
遣
労
働
者
が
容
易
に
理
解
で
き

本
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
説
明
す
べ
き
事
項
を
全
て
記
載
し
た
派
遣

る
内
容
の
資
料
を
交
付
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
。

労
働
者
が
容
易
に
理
解
で
き
る
内
容
の
資
料
を
用
い
る
場
合
に
は
、
当

ま
た
、
資
料
を
活
用
し
、
口
頭
に
よ
り
説
明
す
る
場
合
に
は
、
派
遣

該
資
料
を
交
付
す
る
等
の
方
法
で
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

元
事
業
主
は
、
説
明
に
活
用
し
た
資
料
そ
の
他
の
関
連
資
料
を
交
付
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
さ
ら
に
、
労
働
者
の
個
人
情
報
等
の
漏
え

い
を
防
止
す
る
等
の
観
点
か
ら
当
該
資
料
を
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
で
あ
っ
て
も
、
派
遣
労
働
者
か
ら
事
後
に
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は

当
該
資
料
を
閲
覧
さ
せ
る
等
の
工
夫
を
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

㈣

比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
等
に
変
更
が
あ
っ

㈣

比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
等
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
の
情
報
提
供

た
と
き
の
情
報
提
供

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
か
ら
説
明
の
求
め
が
な
い
場
合
で

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
な
い
場
合
で
も
、
当

あ
っ
て
も
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の

該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の

待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
三

内
容
及
び
理
由
並
び
に
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
三
か
ら
第
三
十
条

か
ら
第
三
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ

の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

れ
て
い
る
事
項
に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
（

に
関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
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㈤
に
お
い
て
「
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
等
」
と
い
う
。
）
に
変

と
き
は
、
そ
の
内
容
を
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。

㈤

説
明
の
求
め
が
な
い
場
合
に
お
け
る
周
知
等

（
新
設
）

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
の
自
ら
の
待
遇
に
関
す
る
納
得
性

の
向
上
が
当
該
待
遇
に
関
す
る
紛
争
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
を
踏
ま
え

、
派
遣
労
働
者
か
ら
説
明
の
求
め
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
契

約
の
更
新
の
際
等
に
、
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
派
遣
労
働
者
が
待

遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
等
に
つ
い
て
容
易
に
理
解
で
き
る
内
容
の

資
料
を
交
付
す
る
こ
と
や
、
待
遇
の
相
違
の
内
容
及
び
理
由
等
に
つ
い

て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
周
知
す
る
こ
と
等
が
望
ま
し

い
こ
と
。

十
～
十
六

（
略
）

十
～
十
六

（
略
）


